
令和８年岬町要綱第３０号 

 

岬町空き家・空き地草刈協力事業者等登録制度要綱 

  

令和８年７月１日制定 

 

（目的） 

第１条　この要綱は、空き家・空き地所有者等（以下「所有者等」という。）に対して、草

刈作業を実施することができる者として町長が登録を行った草刈協力事業者等（以下

「協力事業者等」という。）の情報を町から提供することにより、所有者等による空き

家・空き地の適正な管理を促進することを目的とする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

　⑴　空き家　岬町空き家及び空き地の適正管理及び有効活用に関する条例（平成２５年

条例第２１号）第２条第１項に規定する空き家をいう。 

　⑵　空き地　岬町空き家及び空き地の適正管理及び有効活用に関する条例（平成２５年

条例第２１号）第２条第２項に規定する空き地をいう。 

（協力事業者等の要件等） 

第３条　協力事業者等は、岬町内に主たる事業所を有する個人、団体又は法人とする。た

だし、次の各号のいずれかに該当する者は登録することができない。 

　⑴　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 

　⑵　第８条第２号及び第３号の規定により登録の取消しを受けた者で、当該取消しを受

けてから１年を経過していない者 

　⑶　岬町建設工事等指名停止要綱（令和４年岬町要綱第５７号）に規定する指名停止の

措置を受けている者 

　⑷　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。又は暴力団若しくはその構成員（暴力団

の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から５年を経過しない者を含

む。）の統制下にある者 

　⑸　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）第５条及び第８条の規定による処分を受けている団体又はその構成員の統制下に

ある者 

　⑹　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により再生手続き開始の申立てが

なされている者、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更生手続開

始の申立てがなされている者又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により破

産手続開始の申立てがなされている者 



　⑺　町税に未納がある者 

　⑻　その他町長が定める事項を満たさない者 

（登録の申請等） 

第４条　協力事業者等として登録を受けようとする者は、岬町空き家・空き地草刈協力事

業者等登録申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければなら

ない。 

　⑴　法人にあっては法人登記事項証明書、個人にあっては住民票 

　⑵　町税に未納がないことを証明する書類 

　⑶　定款、規約、会則その他これらに類するもの（申請者が法人その他の団体に限

る。） 

　⑷　前条に規定する協力事業者等の要件等に係る誓約書（様式第２号） 

　⑸　前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２　前項の規定にかかわらず、岬町入札参加資格を有する者、一般社団法人岬町シルバー

人材センター及び自治会は、前項第１号から第４号までの書類の提出を省略することが

できる。 

３　町長は、第１項の申請書を受理したときは、当該申請者の内容について審査し適当と

認めたときは、岬町空き家・空き地草刈協力事業者等登録承認通知書（様式第３号）を

当該申請者に通知するとともに、岬町空き家・空き地草刈協力事業者等名簿（様式第４

号）に登録するものとする。 

４　町長は、前項の協力事業者等の名簿を町のウエブサイトに掲載するとともに、所有者

等に対して情報提供するものとする。 

（登録の有効期間） 

第５条　登録の有効期間及び当該期間の起算日は、町長が別に定める。 

（登録事項の変更） 

第６条　協力事業者等は、登録事項に変更があったときは、速やかに岬町空き家・空き地

草刈協力事業者等変更届（様式第５号）を町長に提出しなければならない。 

（登録の辞退） 

第７条　協力事業者等は、その登録を辞退しようとするときは、速やかに岬町空き家・空

き地草刈協力事業者等辞退届（様式第６号）を町長に提出しなければならない。 

２　町長は、前項の規定による届出があったときは、協力事業者等の名簿から当該協力事

業者等を削除するものとする。 

（登録の取消し） 

第８条　町長は、協力事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登

録を取り消すことができる。 

　⑴　第３条各号に掲げる者となったとき。ただし、第３号に該当する場合にあっては、

登録の取消しに代えて、同号に規定する措置の期間中、その登録を停止するものとす

る。 



　⑵　偽りその他不正な手段による登録が判明したとき。 

　⑶　第１０条に規定する責務及び遵守事項に反したとき。 

（費用負担） 

第９条　協力事業者等が行う草刈に要する費用は、当該業務の依頼者が負担するものとす

る。 

　（協力事業者等の責務） 

第 10 条　協力事業者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

　⑴　草刈作業の実施に関し、誠実かつ良心的に行うこと。 

　⑵　草刈作業により生じた草等は適正に処分し、野焼き行為は行わないこと。 

　⑶　草刈作業の全部を第三者（法人にあってはその構成員を除く。）に請け負わせない

こと。 

　⑷　草刈作業の受注により知り得た個人情報、調査資料等を第三者に漏らさないこと。 

　⑸　草刈作業前にその内容及び金額を依頼者に十分説明の上、草刈作業について依頼者

から発注を受けること。 

　⑹　草刈作業を受注したときは、町が送付した指導書等の整理番号及び作業予定日を町

に報告すること。 

　⑺　草刈作業実施後は、依頼者に写真等をもって実施状況を報告すること。 

　⑻　草刈作業に係る費用の受領は、作業実施後に行うこと。 

　⑼　草刈作業実施後、速やかに町に実施の報告を行うこと。 

　⑽　作業受注に伴う事故、苦情、トラブル等は、誠意をもって依頼者との間で解決を図

ること。 

　⑾　この要綱その他関係法規を遵守すること。 

　（損害賠償） 

第 11 条　協力事業者等が行った作業において生じた損害又は第三者に与えた損害につい

て、町は損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。 

　（その他） 

第 12 条　町は、この要綱の規定により登録された協力事業者等に草刈作業の発注を保証

するものではない。 

（補則） 

第 13 条　この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。  

附　則　 

この要綱は、令和８年７月１日から施行する。 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

岬町空き家・空き地草刈協力事業者等登録申請書 

　　年　　月　　日 

岬　町　長　様 

申請者 

所在地 

　　　商号又は名称 

　　　代表者職氏名 

　電話番号 

 

岬町空き家・空き地草刈協力事業者等としての登録を希望するので、関係書類を添え

て申請します。 

なお、本書記載事項及び添付書類について、法令等に基づき公開されても異議ありま

せん。 

　（※１）標準的な草刈作業とは、作業の実施にあたり特段障害となる要素（車の横付

け不可、急傾斜地など）がなく、１００㎡から２００㎡の土地で夏場に高さ

１．０ｍから１．５ｍの雑草が繁茂している状況での草刈作業とする。 

 

登 

録 

事 

項

フリガナ

 
商号又は名称

 
所　在　地

 
電　話　番　号

 
メールアドレス

 
作業区域

□　町内全域 

□　一部区域（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 
作業対象

 □　雑草の除草

□　木の伐採

 
標準的な草刈作業（※

１）の見積額（処分費

含む。消費税除く。）

　　　　　　　　　　　　　円／㎡



様式第２号（第４条関係） 

 

誓約書 

 

 

　私は、岬町空き家・空き地草刈協力事業者等登録制度要綱第３条に規定する次のいず

れにも該当しないことを誓約します。 

 

 

岬町空き家・空き地草刈協力事業者等登録制度要綱第３条（抜粋） 

　⑴　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 

　⑵　第８条第２号及び第３号の規定により登録の取消しを受けた者で、当該取消しを受

けてから１年を経過していない者 

　⑶　岬町建設工事等指名停止要綱（令和４年岬町要綱第５７号）に規定する指名停止の

措置を受けている者 

　⑷　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。又は暴力団若しくはその構成員（暴力団

の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から５年を経過しない者を含

む。）の統制下にある者 

　⑸　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７

号）第５条及び第８条の規定による処分を受けている団体又はその構成員の統制下に

ある者 

　⑹　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により再生手続き開始の申立てが

なされている者、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更生手続開

始の申立てがなされている者又は破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により破

産手続開始の申立てがなされている者 

 

　岬町長　様 

 

　　　　年　　　　月　　　　日 

 

　　　　　　　　　　　　　所在地 

 

　　　　　　　　　　　　　商号又は名称 

 

　　　　　　　　　　　　　代表者職指名 



様式第３号（第４条関係） 

 

岬町空き家・空き地草刈協力事業者等登録承認通知書 

 

 

年　　　　月　　　　日 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　様 

 

 

岬町長　　　　　　　　　　　　　印 

 

 

 

　岬町空き家・空き地草刈協力事業者等登録制度要綱第４条第３項の規定により、協力事

業者等として登録することを通知します。 

 

 

　　有効期間　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　年　　　　月　　　　日まで 

 



様式第５号（第６条関係） 

 

岬町空き家・空き地草刈協力事業者等変更届 

 

　　　　年　　月　　日 

 

　岬　町　長　様 

　　　　　　　　　　　申請者 

　　　　　　　　　　　　　　　　所在地 

　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称 

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名 

 

　岬町空き家・空き地草刈協力事業者等登録制度要綱第６条の規定により、登録事項に

変更がありましたので届け出します。 

 

 

 

 

 
変　更　事　項

 

変　更　内　容

変更前

 
変更後



様式第６号（第７条関係） 

 

岬町空き家・空き地草刈協力事業者等登録辞退届 

 

　　　　年　　月　　日 

 

　岬　町　長　様 

　　　　　　　　　　　申請者 

　　　　　　　　　　　　　　　　所在地 

　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称 

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名 

 

　岬町空き家・空き地草刈協力事業者等登録制度要綱第７条第１項の規定により、協力

事業者等の登録を辞退したいので届け出ます。 

 

 

 

 

 
登録を辞退する日 年　　　　月　　　　日


